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中国地方の「地域ブランド」を「商標登録」しませんか？

「地域ブランド」を保護する「地域団体商標制度」について、

いつでもどこでも、御説明に伺います。

◆地域団体商標制度って何？

地域団体商標制度は、地域ブランドを日本全

国レベルで保護する制度です。

地域の事業協同組合や農業協同組合などの皆

さんが「地名」を冠した「地域ブランド」を使

用して、その地域である程度有名になった場合

には、「地域団体商標」として「商標登録」す

ることができます。

この制度は平成１８年４月に誕生し、平成２

３年９月までに日本全国各地の特産品を中心に

約１，０００件の地域ブランドが出願されまし

た。このうち、約４９０件が「地域団体商標」

として「商標登録」されました。 この制度を利用した事例、登録例を掲載し

た冊子です。御希望により送付します。

◆御説明にお伺いします！

特許庁の地域団体商標の担当者がこの制度について御説明に伺います。派遣にかかる

旅費、謝金などは一切不要です。お気軽に御利用ください。

事業協同組合、農業協同組合及び地方自治体の方々を対象としております。

裏面の相談メモに必要事項を御記入いただき、ＦＡＸで送付していただきますようお

願い致します（メールでも受け付けています。）。
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相談メモ

団体名・自治体名

住所

担当者

電話番号

e-mail

地域ブランド名

（あれば）

御相談内容

（セミナー講師依頼、

制度の説明依頼など）

※御記入頂いた個人情報は、連絡調整のみに使用し、それ以外には使用しません。ただ

し、御本人の同意が得られた場合には、他の知的財産の支援機関などに御紹介すること

があります。

特許庁審査業務部 商標課 地域団体商標推進室

〒100－8915

東京都千代田区霞が関３－４－３

電話：０３－３５８１－１１０１（内２８２８）

ＦＡＸ：０３－３５８０－５９０７

e-mail：PA1481@jpo.go.jp

お問い合せ先（fax 送付先）


